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次
の
と
お
り
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ま
か

ら
ご
意
見
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
募

集
し
ま
す
。

●
意
見
公
募
の
内
容
な
ど

　

市
が
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
誰
も
が

　

利
用
し
や
す
い
公
共
交
通
体
系
の
構
築

　

を
実
現
す
る
た
め
に
策
定
を
進
め
て
い

　

る「
大
田
原
市
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携

　

計
画
」に
つ
い
て
計
画
案
を
作
成
し
ま
し

　

た
の
で
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
ご
意
見

　

を
募
集
し
ま
す
。

　

提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
集
約
し
検

　

討
を
行
い
、
平
成
24
年
３
月
に
計
画
を

　

策
定
す
る
予
定
で
す
。

●
意
見
を
提
出
で
き
る
方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
（
個
人
、

　

団
体
を
問
い
ま
せ
ん
）

・
市
内
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在
学
中
の
方

・
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す
る
方

　

ま
た
は
そ
の
他
の
団
体

・
市
に
納
税
義
務
の
あ
る
方

・
今
回
の
計
画
案
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

●
計
画
案
の
公
表
お
よ
び
閲
覧
方
法

　

左
記
の
ご
意
見
の
提
出
期
間
中
、
次
の

　

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
計
画
案
を
閲

　

覧
ま
た
は
入
手
で
き
ま
す
。

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

 http://w
w
w
.city.ohtaw

ara.

　
　

 tochigi.jp

・
生
活
環
境
課
（
本
庁
舎
別
棟
１
階
）

・
湯
津
上
支
所

・
黒
羽
支
所

・
各
地
区
公
民
館

※
閲
覧
受
付
は
、
土
・
日
を
除
く
午
前
８

　

時
30
分
〜
午
後
５
時

●
提
出
期
間

　

２
月
20
日（
月
）〜
３
月
12
日（
月
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
３
月
12
日
ま
で
の
消

　

印
有
効

●
提
出
方
法

　

所
定
の
意
見
書
用
紙
に
、
住
所
、
氏
名
、

　

連
絡
先
を
明
記
の
う
え
、
次
の
い
ず
れ

　

か
の
方
法
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
郵
送

②
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

③
電
子
メ
ー
ル

④
計
画
案
の
閲
覧
場
所
の
窓
口
へ
直
接
提
出

※
電
話
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で

　

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
意
見
の
取
り
扱
い

・
提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
市
が
開

　

催
す
る
大
田
原
市
地
域
公
共
交
通
会
議

　

の
中
で
協
議
検
討
し
、
こ
れ
に
対
す
る

　

市
の
考
え
方
を
後
日
公
表
し
ま
す
。

・
個
々
の
ご
意
見
に
対
し
て
直
接
、
個
別

　

の
回
答
は
し
ま
せ
ん
の
で
あ
ら
か
じ
め

　

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
意
見
公
募
結
果
の
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、

　

ご
意
見
提
出
者
の
氏
名
そ
の
他
の
個
人

　

情
報
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

●
計
画（
案
）の
項
目

・
公
共
交
通
の
現
状
と
課
題

・
基
本
的
な
方
針

・
計
画（
案
）の
区
域

・
計
画（
案
）の
目
標

・
事
業
概
要
及
び
事
業
の
実
施
主
体

・
計
画
期
間

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

　

交
通
対
策
係

　

〒
３
２
４
‐
８
６
４
１

　

大
田
原
市
本
町
１
‐
４
‐
１

　
　
　
（
２
３
）８
８
３
２

　
　
　
（
２
３
）８
９
２
３

　
　
　

 seikatsu@
city.ohtaw

ara.

　
　
　

 tochigi.jp

　

市
で
は
、（
仮
称
）大
田
原
市
自
治
基
本
条

例
案
の
策
定
に
必
要
な
調
査
、
研
究
お
よ

び
検
討
を
行
う
た
め
、
大
田
原
市
自
治
基

本
条
例
市
民
検
討
委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。

　

委
員
会
の
設
置
に
あ
た
り
、
委
員
の
う

ち
公
募
委
員
を
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
募
集

し
ま
す
。

●
募
集
人
員　

10
名

●
応
募
資
格

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以
上
の
方

②
市
内
に
事
務
所
を
置
く
団
体
が
推
薦
す

　

る
方

●
応
募
方
法

・
申
込
書
に
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
政

　

策
推
進
課
（
大
田
原
地
域
職
業
訓
練
セ

　

ン
タ
ー
内
）
ま
で
郵
送
ま
た
は
ご
持
参

　

く
だ
さ
い
。

・
団
体
推
薦
の
場
合
は
、
団
体
の
定
款
や

　

登
記
事
項
証
明
書
な
ど
団
体
の
所
在
地

　

が
分
か
る
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
込
書
は
、
政
策
推
進
課
（
大
田
原
地
域

　

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
内
）、
各
支
所
・
出

　

張
所
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
応
募
期
限
　
３
月
９
日
（
金
）ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
、
３
月
９
日
ま
で
の
消

　

印
有
効

●
選
考
方
法

　

大
田
原
市
自
治
基
本
条
例
市
民
検
討
委

　

員
会
公
募
委
員
選
考
委
員
会
に
お
い
て

　

選
考
し
ま
す
。な
お
、
選
考
結
果
に
つ
い

　

て
は
、応
募
者
に
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

●
参
考
事
項

①
自
治
基
本
条
例
市
民
検
討
委
員
会
は
、

　

公
募
委
員
の
ほ
か
、
識
見
を
有
す
る
方
、

　

各
種
団
体
の
代
表
の
方
、
市
議
会
議
員
、

　

市
職
員
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

②
公
募
委
員
に
は
、
日
額
６
４
０
０
円
の

　

報
償
費
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

③
公
募
委
員
の
任
期
は
、
条
例
案
の
策
定

　

後
、
市
長
へ
の
報
告
を
も
っ
て
終
了
し

　

ま
す
。

④
応
募
に
際
し
て
は
、
応
募
者
の
住
所
お

　

よ
び
年
齢
の
確
認
を
、
市
が
行
う
こ
と

　

に
つ
い
て
ご
了
解
く
だ
さ
い
。

⑤
応
募
い
た
だ
い
た
書
類
に
つ
い
て
は
、

　

大
田
原
市
個
人
情
報
保
護
条
例
お
よ
び

　

大
田
原
市
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
適

　

切
に
取
り
扱
い
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
総
合
政
策
部
政
策
推
進
課

　

政
策
推
進
係

　

〒
３
２
４
‐
８
６
４
１

　

大
田
原
市
本
町
１
‐
４
‐
１

　
　
　
（
２
３
）１
９
５
１

自
治
基
本
条
例
市
民
検
討
委
員
会

委
員
を
募
集

自
治
基
本
条
例
市
民
検
討
委
員
会

委
員
を
募
集


